
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
八
条

法
第
五
条
第
六
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
に
係
る
航
路
の
拠

点
、
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事

業
に
係
る
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
労
働
局
（
以
下
「
管
轄
都
道
府
県
労
働

局
」
と
い
う
。）の
長
に
委
任
す
る
。

第
八
条

法
第
五
条
第
六
項
（
法
第
六
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
厚

生
労
働
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る

も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事
業
に
係
る
航
路
の
拠

点
、
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
当
該
事

業
に
係
る
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
労
働
局
（
以
下
「
管
轄
都
道
府
県
労
働

局
」
と
い
う
。）の
長
に
委
任
す
る
。

一

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
に
関
す
る
権
限

（
当
該
事
業
（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
船
舶

の
み
を
も
つ
て
営
む
も
の
及
び
当
該
事
業
に
係

る
航
路
が
一
の
地
方
運
輸
局
又
は
運
輸
監
理
部

の
管
轄
区
域
（
近
畿
運
輸
局
に
あ
つ
て
は
、
神

戸
運
輸
監
理
部
の
管
轄
区
域
を
除
く
。）内
に
存

す
る
も
の
を
除
く
。）の
事
業
規
模
の
縮
小
等
の

計
画
及
び
そ
の
実
施
に
よ
り
残
存
す
る
事
業
の

整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
海
上
運
送
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
（
事
業
の
廃
止

の
許
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。）又
は
第
十
八
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
免
許
、

許
可
又
は
認
可
の
申
請
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。）

一

一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
に
関
す
る
権
限

（
当
該
事
業
（
総
ト
ン
数
千
ト
ン
未
満
の
船
舶

の
み
を
も
つ
て
営
む
も
の
及
び
当
該
事
業
に
係

る
航
路
が
一
の
地
方
運
輸
局
又
は
運
輸
監
理
部

の
管
轄
区
域
（
近
畿
運
輸
局
に
あ
つ
て
は
、
神

戸
運
輸
監
理
部
の
管
轄
区
域
を
除
く
。）内
に
存

す
る
も
の
を
除
く
。）の
事
業
規
模
の
縮
小
等
の

計
画
及
び
そ
の
実
施
に
よ
り
残
存
す
る
事
業
の

整
備
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
海
上
運
送
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
（
事
業
の
廃
止

の
許
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。）又
は
第
十
八
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
免
許
、

許
可
又
は
認
可
の
申
請
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
薬
物
）

（
指
定
薬
物
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
物
を
指
定
薬
物
に
指
定
す
る
。

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に

掲
げ
る
物
を
指
定
薬
物
に
指
定
す
る
。

一
〜
五
十
九

（
略
）

一
〜
五
十
九

（
略
）

六
十

二

（
エ
チ
ル
ア
ミ
ノ
）

二

（
三

ヒ
ド
ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
サ
ノ
ン

及
び
そ
の
塩
類

（
新
設
）

六
十
一
〜
六
十
五

（
略
）

六
十
〜
六
十
四

（
略
）

六
十
六

エ
チ
ル
＝
三
・
三

ジ
メ
チ
ル

二

（
一

ペ
ン
チ
ル

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
）
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び

そ
の
塩
類

（
新
設
）

六
十
七
〜
七
十

（
略
）

六
十
五
〜
六
十
八

（
略
）

七
十
一

Ｎ

エ
チ
ル

四

ヒ
ド
ロ
キ
シ

Ｎ

プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
プ
タ
ミ
ン
及
び
そ
の
塩
類

（
新
設
）

七
十
二
〜
三
百
三
十
四

（
略
）

六
十
九
〜
三
百
三
十
一

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
号

海
上
運
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
本
州
四
国
連
絡
橋
の

建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
等

に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

本
州
四
国
連
絡
橋
の
建
設
に
伴
う
一
般
旅
客
定
期
航
路
事
業
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ
く
就
職
指
導
等
に
関

す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
一
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す

る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
指

定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〇
厚
生
労
働
省
令
第
十
二
号

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
命
令
及
び
介
護
給
付
費
及
び
公
費
負
担
医
療
等

に
関
す
る
費
用
等
の
請
求
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
（
令
和
五
年
内

閣

府

厚
生
労
働
省
令
第
八
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
医
療
法
施
行
規
則
及
び
生
活
保
護
法
別
表
第
一
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
一
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三


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